
《郡山市の都市計画》

市街化調整区域 市街化区域

都市計画区域

１

●条例制定の背景

（6,886ha 9%）（20,137ha  27%）

□区域区分（市街化調整区域）の決定
都市計画法第7条に基づき、本市では、

1970（昭和45）年10月15日に区域区分
が決定され、約55年にわたり、市街化
調整区域内の既存集落において、法律で
認められた建築物以外の建築物の建築が
制限されてきました。

□市街化調整区域における建築物の制限
市街化調整区域は、都市計画法第７条に

より、市街化を抑制すべき区域と規定され
ており、開発許可または、建築許可を受け
なければ建築物を建築することや、建築物
の用途を変更することはできません。

□都市計画法第34条第12号を活用した条例の制定
近年の気候変動、人口減少・超高齢社会の進行等に伴う、多様な土

地利用に対する社会的要請が高まっていることから、本市では、市街
化調整区域内の区域を指定し、予定建築物等の用途を定め、一戸建て
住宅等の建築が可能となる条例を制定します。



２

●条例の概要について

既存集落区域内での一戸建て住宅等の開発・建築規制緩和

区域設定

・市街化調整区域のうち、50以上の建築物が連たんしている
既存集落（相互間が50m以内）

但し、農地法で定められた「農用地区域」及び政令で定め
る災害ハザードエリア等は除く。

建築物の用
途

・一戸建て住宅
（自己用）

・兼用住宅

都市計画法第34条第12号（抜粋）
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街

化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、
災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で区域、目的又
は予定建築物等の用途を限り定められたもの

郡山市都市計画マスタープランの土地利用方針を踏まえ、都市計画法第34条第12号に基づい
た「郡山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を制定しました。

（住宅で事務所、店舗
その他これらに類する
用途を兼ねる）



土砂災害特別警
戒区域

早期の立退き避難が
必要な区域

農用地区域

大規模既存集落、地区計画区域内は、市街化調整区域
であっても一定規模の開発行為が認められている。

３

●指定区域のイメージについて

指定区域（案）

筆界

除外エリア、
除外エリア等で分断された区域

50戸連たんエリア

凡 例

（条例第４条第１項第３号）

（条例第４条第１項第１号）



市街化調整区域

市街化区域

都市計画区域

１ 高倉

２ 広野入

３ 大窪

４ 一ツ坦５ 宮下

１ 西大森

２ 牛ヶ池
３ 堂坂

４ 北小泉

５ 南小泉
１ 舞木町四合田

２
舞木町
別所

３ 白岩町堺ノ内

４ 阿久津町・安原町
５ 蒲倉町蒲倉

６ 荒井町切通
７ 大平町御前田

８ 大平町大平

１ 中井田
２ 赤沼

３ 萩平

４ 羽廣

１ 下行合

２ 上行合
３ 手代木

４ 小川

５ 大善寺

６ 御代田

７ 正直

８ 枇杷沢

９ 山中

１０ 大供

１１ 岩作

１ 成田

１ 芦ノ口

２ 山口
３ 大谷

４ 八幡

５ 駒屋

６ 川田

７ 南森

８ 富岡
９ 鍋山

１０ 下守屋

１ 河内
２ 鳥越

３ 多田野

４ 河田堀

５ 十文字

１ 前田

２ 横川

３ 安子島

４ 上伊豆島

５ 下伊豆島

６ 長橋

１ 前田沢

３ 堀之内杢田

２ 早稲原

４ 下大谷北

３ 胡桃沢
２ 山下

１ 矢地内

５ 太田

●郡山市における条例指定区域図（案）

４




